


資産勘定　394億20百万円

年金資産（固定資産）

未償却過去勤務債務残高

354億61百万円

流動資産 2億07百万円
15億88百万円

不足金・繰越不足金 21億64百万円

負債勘定　394億20百万円

支払備金

数理債務 391億33百万円

2億87百万円
剰余金・別途積立金 ──

※H21.11末までの運用収益率6.7％（実績）を
もとに算出したものです。H22.3末の運用
実績によって変動します。

※

掛金収入（1,243百万円）
　事業主からの掛金

運用収益（1,007百万円）
　資産運用における収益

給付費（2,364百万円）
　年金・一時金の支払い

業務委託費等（127百万円）
　運用機関に委託している
　年金の支払いなどの業務
　の委託手数料等

収　益
22億50百万円

費　用
24億91百万円
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基金の主な収入源である掛金、年金・一時金の支払い、年金資産の運用損益など
の1年間の収支を見込みます。

１年間の収支見込み（ ）（予定損益計算書・経常収支）

〔 〕　3月1日に開催されました第14回代議員会で、当基金
の平成22年度予算が可決・承認されました。その概要を
お知らせいたします。

平 成 　 年 度22 基 金 予 算 の お 知 ら せ

    年金・一時金の支払いや、その財源となる資産の積立状況をみる会計です。年 金 経 理
年金資産は354億61百万円に

将来の年金・一時金の支払いに備えて、当年度末までに積み立てておくべき
必要額（数理債務）と、保有する年金資産とのバランスを予測します。

財政バランス（ ）（予定貸借対照表）



事務費掛金（5,437万円）

その他（2万円）

事務費（3,519万円）
　業務運営に要する費用

代議員会費（40万円）
　代議員会に要する費用

業務委託費（916万円）

その他（80万円）

収　益
5,439万円 費　用

4,555万円

平成22年度の当基金の予算は、次の基礎数値に基づいて作成しました。
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当基金は、加入事業所からの掛金（事務費掛金）により運営されています。そのため1人

当たり月額470円を事業主負担で徴収しています。

尚、平成22年度末（H23.3末）の資産残高は43百万円程度となる見込みです。

1.

2.

3.

4.

設 立 事 業 所 数

加 入 者 数

掛　金

給　付

30社

9,640人

1,030百万円
213百万円
54百万円

1,076百万円
209百万円
999百万円
80百万円

：

：

：
：
：

：
：
：
：

標 準 掛 金
特 別 掛 金
事務費掛金

年 金 給 付
脱退一時金
選択一時金
遺族一時金

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

基金の業務運営に必要な経費を処理します。業 務 経 理 業 務 会 計・

予 算 の 基 礎 数 値
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平成22年1月から

日本年金機構がスタートしました
社会保険庁が廃止され、新たに日本年金機構が発足しました

平成２１年末に廃止された社会保険庁
に代わり、今年１月に日本年金機構が発足
し、公的年金に係る一連の運営業務を開始
しています。
国（厚生労働大臣）の監督のもと、年金記
録問題と公的年金制度の適切な管理・運営
を最重要課題に掲げ、サービス機関として
新しい組織に生まれ変わりました。
日本年金機構は、社会保険庁から公的年
金の運営業務を引き継いで行うこととな
りますが、公的年金制度は、国の制度とし
て、その財政や運営に国が引き続き責任を
持つことについては、これまでと変わりま
せん。

社会保険事務所は年金事務所へ
全国312カ所の社会保険事務所は、名称が年金事務所に変わりました。よりきめ細
かいサービスを提供するため、年金相談などの地域に密着した対人業務に集中します。
また、対面を要しない届出処理業務等を専門に担当する事務センターが設置され、各
種届書の郵送受付も行っています。

積極的に業務の外部委託を行う
外部委託が業務効率化・コスト削減・国民サービス向上につながると判断した業務に
ついては、外部委託されます。

専門家によるきめ細かな対面相談
年金相談や年金記録の訂正などに対応している年金相談センター（全国27都道府県
に51カ所設置）の運営は、全国社会保険労務士会連合会に一括で委託されています。

年金額は変わりません・届出窓口は各年金事務所（旧社会保険事務所）に
日本年金機構は社会保険庁を引き継ぐ組織です。公的年金（国民年金・厚生年金）を受け
るための条件や年金・一時金の額はこれまでどおり変わりません。
また、年金事務所もこれまでの社会保険事務所と同じように各種届書や裁定請求の受付を
行っています。

■　次のとおり変わりました　■

■日本年金機構の組織

本部
（東京）

ブロック本部
（9カ所）

事務センター
（47カ所）

年金事務所
（312カ所）

※事務センターは
　届書の処理を専
　門に行います



　60歳以上で在職中の人も、厚生年金（在職老齢年金）がうけられますが、年金額＊1や給与＊2に応
じて年金額が支給停止されます。支給停止額の算定に用いる基準額は賃金の変動に応じて見直され
ることになっており、4月から「48万円」が「47万円」に引き下げられます。

支給停止額が決まるしくみ（平成22年4月から）

＊1　加給年金額、経過的加算は含みません。
＊2　給与とは「総報酬月額相当額」のことで、毎月の給料とその月以前1年間の賞与の総額の1／12を合わせた額。

＜支給停止額＞年金月額と給与の合計が28万円を超える場合に支給停止の対象となります。停止額
の計算方法は次のとおりです。

※当基金の年金は全額支給されます。

※（国の年金の）老齢基礎年金、当基金の年金は全額支給されます。

年金の受給開始を迎える方・年金受給者の皆さまへ

4月から在職老齢年金の
支給停止基準額が変わります

48万円が
47万円に

60歳以上65歳未満の方

＜支給停止額＞年金月額と給与の合計が47万円を超える場合に支給停止の対象となり、47万円を超
えた分の２分の１が支給停止額となります。

65歳以上の方

（給与＋年金月額－28万円）
×1／2

（47万円＋年金月額－28万円）
×1／2＋（給与－47万円）

給与×1／2

（47万円×1／2）
＋（給与－47万円）

老齢厚生年金は全額支給

年金月額が28万円以下、
給与が47万円以下

年金月額が28万円以下、
給与が47万円を超える

年金月額が28万円を超え、
給与が47万円以下

年金月額が28万円を超え、
給与が47万円を超える

28万円
を超える

28万円
以下

老齢厚生年金は全額支給47万円以下

（給与＋年金月額－47万円）×1／247万円を超える

支給停止額

支給停止額

給
与
と
年
金
月
額
の
合
計

給
与
と
年
金
月
額
の
合
計
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すでに年金を受けはじめている人も、終身にわたり確実に年金を受け続けるためには、各種の
届け出をきちんと行うことが必要です。

※ご退職時にお渡ししました「年金受給のしおり」がお手元にない場合は、当基金まで連絡し

てください。

次ページの届出用紙を切り取り、必要事項をご記入・ご押印のうえ、当基金まで郵送いただ

いても結構です。

各種届につきましても、「年金受給のしおり」の中に綴じ込んでいます。

「年金受給権者現況届」（毎年誕生月に「住友信託銀行」から送付されます。）は、基金と皆
様を結ぶ大事なパイプ役になっているものです。
出し忘れがありますと、年金の支払いが一時停止となる場合がありますので誕生月の
末日までに必ずご提出ください。

年金受給者のみなさまへ
　　　　～年金を適切に受取っていただくために～

住友ゴム連合企業年金基金
〒651－0072　神戸市中央区脇浜町3－6－9

TEL　078－265－3060

◆誕生月に「年金受給権者現況届」を忘れずに

住所や年金の受取り先を変更した場合は、速やかに「受給権者(住所・氏名・受取方法等)
変更届」をご提出ください。

◆住所や振込先を変更されるとき

ご遺族の方から当基金までお電話ください。必要書類等お送りします。

◆受給権者が亡くなられたとき



キ
リ
ト
リ
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解答
1

6

10

5

3

2

4

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

ン

イ
タ
チ
ヨ
ウ

ミ
カ
ヅ
キ

ウ

ツ
イ
カ

シ
メ
ジ

ヒ

イ
ロ
ツ
ヤ

シ
ヨ
ク
ド
ウ

ン

キ
ウ
イ

ト
ン
ボ

オ
カ
カ

ト
シ
ヨ

［クロスワードパズル］

オボロヅキヨ（おぼろ月夜）

キリトリ

○受給権者の欄にあなた様が自らご記入（ご署名）できないため、親族等の方が代理で記入されるときは、受給権者の欄
をもれなくご記入の上、「代理人署名欄」に代理人の方の氏名及び住所等をご記入（ご署名）ください。（ご本人または
代理人の署名がある場合はご捺印は不要です。）

年金受給権者現況届
平成　　　　年　　　月　　　日提出

住　所

代 理 人
署 名 欄

〒000－0000

電話番号
生年月日

その他の連絡事項

明治
大正　　年　　月　　日
昭和

氏　名

氏名
受給権者との関係

フリガナ スミ　　トモ　　　タ　　　ロウ

フリガナ 住所〒　　　－

電話番号　　　　（　　　）

受
給
権
者
の
欄

私は引き続き年金を受ける権利を有しており、この届出書に記載した内容は事実と相違ないことを申し立てます。

00

0000 00

00 00

住　友　太　郎

神戸市中央区○○－○－○－○

★「
年
金
受
給
権
者
現
況
届
」記
入
例



クロス
ワード
パズル

クロ
スワードパズル

16

5

4

7

8 10

12

3 11

9

13

15

141

17

62

表立たないように事を進めること。
――行動
縄文時代のゴミ捨て場？
この辺には――カンがあるから任
せてよ
消えてなくなること。自然――
ちょっと――を足してくる
水がほぼ垂直に落下したりします
今日の選挙は即日――なので深
夜には結果がわかります
プロではありません
――ジェット機、年末――宝くじ
地下水をくみ上げます
結婚――、卒業――、入学――
地面に打ちこみます

タテ・ヨコのカギをヒントにマス目を埋めて、
クロスワードパズルを解いてみてください。
最後に「たけのこ」が入っているマス目に入る
文字を組み合わせると、解答になります。

お
に
ぎ
り
の
具
に
も
あ
る
カ
ツ
オ
ブ
シ

―
―
室
、
―
―
館
、
課
題
―
―

調
理
場
の
責
任
者

細
い
ま
ゆ
の
よ
う
な
形
を
し
た
月

料
理
が
足
り
な
く
な
っ
た
の
で
、
―
―

の
注
文
を
し
た

味
は
マ
ツ
タ
ケ
に
も
ま
さ
る
と
も
い
わ

れ
る
キ
ノ
コ

肌
の
―
―
が
い
い
と
生
き
生
き
し
て
見

え
る
ね

口
と
胃
の
間

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
飛
べ
な
い
鳥

ア
キ
ア
カ
ネ
は
こ
の
虫
の
仲
間

タ
テ
の
カ
ギ

1368101113141617

1

2

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

ヨコのカギ

クイズの解答は 7頁をご覧下さい。




